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第１節　損害回復・経済的支援等への取組

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画
策定後も引き続き実施するもの》

⑴　犯罪被害救援基金による奨学事業
　財団法人犯罪被害救援基金において、犯罪
被害者遺児に対する奨学金の給与などを行っ
ている。

２ 給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第13条関係）給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第13条関係）

平成18年度事業報告書
「奨学金（月額）の給与」

〔総括表〕
区分区分 大学生大学生 高校生高校生 中学生中学生 小学生小学生 計計
継　続継　続 58 93 90 87 328人
新　規新　規 2 5 7 27 41人
計計 60 98 97 114 369人

出典：文部科学省ホームページ

種類種類
年次年次

療養給付療養給付 休業給付休業給付 遺族給付遺族給付 葬祭給付葬祭給付
件数件数 金額（円）金額（円）件数件数 金額（円）金額（円）件数件数 金額（円）金額（円）件数件数 金額（円）金額（円）

昭和36年昭和36年 ２ 4,050 １ 6,528
昭和39年昭和39年 １ 1,020,000 １ 61,200
昭和44年昭和44年 １ 35,204 １ 19,813
昭和58年昭和58年 １ 5,050
平成18年平成18年 １ 37,610

《基本計画において、「速やかに実施する」
とされたもの》

⑶　現行の犯罪被害給付制度の運用改善
警察庁において、都道府県警察に対して、

パンフレット、ポスター、インターネット上の
ホームページなどを活用して犯罪被害給付制
度の周知徹底に努めるよう指導している。ま
た、犯罪被害給付制度の事務担当者を対象と
した会議を開催するなどして、迅速な裁定な
ど運用面の改善に努めるよう指導している。
犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人などの

故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被
害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪
被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基
づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、そ
の精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとする
ものである。
今後とも都道府県警察に対して、犯罪被害
給付制度の周知徹底、迅速な裁定など運用面
の改善に努めるよう指導していく。

犯罪被害者等給付金の申請・裁定・決定状況

区分　　　　　　　年度別区分　　　　　　　年度別 16年度16年度 17年度17年度 18年度18年度 前年比前年比
申請に係る被害者数（人）申請に係る被害者数（人） 458 465 491 ＋26
裁定に係る被害者数（人）裁定に係る被害者数（人） 465 412 458 ＋46
支給裁定に係る被害者数支給裁定に係る被害者数 448 394 435 ＋41
不支給裁定に係る被害者数不支給裁定に係る被害者数 17 18 23 ＋5

仮給付決定に係る被害者数（人）仮給付決定に係る被害者数（人） 36 30 20 －10
裁定金額（百万円）裁定金額（百万円） 1,247 1,133 1,272 ＋139

⑵　刑事事件の証人等に対する給付制度
　法務省において、証人などが危害を加えら
れた場合などに、各種給付を行っている。平
成18年度は１件（療養給付）であった。

提供：警察庁

提供：法務省
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第２章　犯罪被害者等のための具体的施策

犯罪被害給付制度

被害者が重傷病になった場合 被害者に障害が残った場合 被害者が死亡した場合

重傷病給付金

重傷病（加療1か月以上、かつ3日以上の入院（精神疾患については、3
日以上労務に服することができない程度の症状））になった場合、医療
費の自己負担相当額を1年を限度として支給

遺族給付金

※被害者が死亡前に療養を
要した場合、療養について
の被害者負担額も支給

支給額（最高額～最低額）
1,573万円～320万円障害給付金

１級～14級に支給
支給額（最高額～最低額）
1,849.2万円～18万円

（平成18年4月改正）

被害者本人 遺　　　族被害者本人

提供：警察庁
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重傷病給付金支給裁定申請書
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重傷病給付金の
申請

障害給付金の
申請

申請に必要な書類
１.亡くなられた方の死亡の年月日等を証明
できる書類

２.亡くなられた方との続柄を明らかにでき
る戸籍謄本又は抄本

３.住民票の写し
４.亡くなられた方の収入で生計を維持して
いた事実を証明できる書類

５.亡くなられた方の収入日額を証明できる書類
６.被害者負担額を証明できる書類　など

裁定とは
　公安委員会が支給に係る法定要件を
確認するとともに、犯罪被害に関する事
実関係等を明らかにし、給付金を支給す
るか否かを決める行政行為です。

審査請求
　裁定内容に不服がある場合は、通知書を
受け取った日の翌日から60日以内に国家公
安委員会に審査請求をすることができます。

●口座振替
●送金払い
給付金が振り込ま
れると、国庫金振込
通知書が送られて
きます。

申請に必要な書類
１.重傷病を負ったことを証明できる診断書等
２.被保険者証の写し
３.被害者負担額を証明できる書類　など

申請に必要な書類
１.身体上の障害の部位及び状態に関する
医師等の診断書

２.収入日額を証明できる書類　など

犯罪被害者等給付金
支払請求書の提出

給付金を受ける権利の時効
　犯罪被害者等給付金の支
給を受ける権利は、２年間
請求を行わないときには、
消滅します。

申請の制限
　犯罪被害者等給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から２年を経過
したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から７年を経過したときは、することができません。

提供：警察庁

⑷　司法解剖後の遺体搬送費等に対する
措置

　都道府県警察において、司法解剖後の遺体
を遺族宅まで搬送する費用や解剖による切開
痕などを目立たないよう修復するための費用
を公費により支給し、遺族の経済的、精神的
負担の軽減を図っている。

《基本計画において、「１～３年以内を目途
に検討の結論を得て、施策を実施する」と
されたもの（「１～２年以内を目途に実施
する」とされたものを含む）》

⑸　犯罪被害給付制度における重傷病給
付金の支給範囲等の拡大

　警察庁において、平成18年４月、重傷病給
付金の支給要件の緩和や支給対象期間の延長
などを行うとともに、親族間の犯罪における
支給制限を緩和した。

給付の流れ
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第１節　損害回復・経済的支援等への取組

政令改正

○ 重傷病の支給要件の緩和

療養期間 １月以上
＋

14日以上の入院

療養期間 １月以上
＋

３日以上の入院
（精神疾患については
３日以上の労務不能）

○ 親族間犯罪に係る支給制限の緩和

規則改正

改正

○ 重傷病給付金の支給対象期間の延長

犯罪行為による負傷
等の日から起算して
３月間

犯罪行為による負傷
等の日から起算して
１年間

改正 ※ 全部を支給しない場合の特例の改正

改正

① 夫婦
② 直系血族
③ 三親等内の親族
④ 同居の親族

不
　

支
　

給

不 

支 

給

減
額
支
給

３
分
の
１

減
額
支
給

３
分
の
１

減
額
支
給

３
分
の
２

上記以外の親族

① 夫婦※
② 直系血族
③ 兄弟姉妹

上記以外の親族

三親等内の親族
（兄弟姉妹を除く）

改正

夫婦間における親族間犯罪
の場合で、DV法に基づく
保護命令が発出されている
など、犯罪に係る事情を勘
案して特に必要と認められ
るときは３分の２支給。

犯給金を支給しないことが
社会通念上適切でないと認
められる特段の事情がある
場合、３分の１支給。

犯罪被害給付制度における重傷病給付金の支給範囲等の拡大

提供：警察庁

⑹　経済的支援を手厚くするための制度
のあるべき姿及び財源に関する検討並
びに施策の実施

　内閣府において、平成18年４月、推進会議
の下に、「経済的支援に関する検討会」を設
置した。
　同検討会においては、社会保障・福祉制度
全体の中における犯罪被害者等に対する経済
的支援制度のあるべき姿やその財源などにつ
いて検討を重ねている。
　平成19年５月、犯罪被害者等に対する給付
の抜本的な拡充やカウンセリングについての
配慮などを内容とする中間取りまとめを行
い、国民からの意見募集の結果を踏まえ、現
在、最終取りまとめに向けた検討を行ってい
る（Ｐ16　コラム２「３つの『検討会』の中
間取りまとめ」参照）。

⑺　性犯罪被害者の緊急避妊等に要する
経費の負担軽減

　警察庁において、平成18年度から、性犯罪
被害者に対し、緊急避妊などに要する経費

（初診料、診断書料、検査費用、中絶費用な
どを含む。）を援助することにより、犯罪被
害者等の精神的・経済的負担の軽減を図って
いる（性犯罪被害者に対する緊急避妊などに
要する経費（国庫補助金）：18年度　112百万
円、19年度　112百万円）。
　今後も、都道府県警察に対して、本制度の
適切な運用を指導していく。

⑻　医療保険利用の利便性確保
　厚生労働省において、平成18年７月、地方
社会保険事務局に対し、
　・犯罪被害者等が医療機関の窓口におい

て、保険診療の実施を拒まれることがあ
るかどうか、現状把握に努めること

　・具体的にそのような事例があった場合に
は、本省への報告を行うとともに、当該
医療機関に対して適切な指導を行うこと

を指示した。
　現時点においては、このような事案に係る
報告は受けていないが、仮に、そのような事
例があれば、地方社会保険事務局から当該医
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第２章　犯罪被害者等のための具体的施策

３ 居住の安定（基本法第16条関係）

《基本計画において、「速やかに実施する」
とされたもの》

⑴　公営住宅への優先入居等
　国土交通省において、平成17年度、ＤＶ被
害者について同居親族要件を緩和し、公営住
宅への単身入居を可能とするとともに、犯
罪被害者等について公営住宅への優先入居や
目的外使用などに係るガイドラインを策定し
た。事業主体の判断により優先入居を実施す

るとともに、入居に関する情報提供を警察庁
と連携して行っている。
機構賃貸住宅における犯罪被害者等の入居
優遇措置の必要性については、公営住宅に
おける犯罪被害者等の受け入れ状況などを注
視したうえで、引き続き、検討していく。な
お、犯罪被害者等の住宅を確保するため、公
営住宅の管理主体から、機構賃貸住宅の借り
上げなどの要請があった場合は、柔軟に対応
していく。

療機関に対して適切な指導を行うことによ
り、犯罪被害者等の医療保険利用の利便性を
確保することとしている。
　今後も、全国社会保険事務局長会議などの
機会に、上記の旨を周知徹底するなど、引き
続き地方社会保険事務局と連携して、適切な
対応をしていく。

《基本計画には盛り込まれていないが、基本
法・基本計画を踏まえ、平成18年度以降
新たに実施しているもの》

⑼　解剖遺体の搬送・修復費の公費負担
海上保安庁において、平成18年４月から、
司法解剖後の遺体を遺族宅まで搬送する費用
や解剖による切開痕などを目立たないよう修
復するための費用を公費により一部負担して
いる。
また、部署ごとに指定している犯罪被害者
支援主任者が、犯罪被害者等に対し、直接、
本制度の説明を行っている。

各県における情報提供の一例

提供：国土交通省


